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常石造船昭島研究所株式会社（以下「当社」という。）は、公的研究費に係る不正防止へ

の取組みに関する基本方針を以下のとおりに定め、当社における公的研究費に係る運営・

管理を適正に行うための環境整備を行っていくとともに、公的研究費に係る不正防止を図

る。 
 
1. 公的研究費に係る不正防止に係る運営・管理体制 

次の運営・管理体制で、公的研究費に係る不正防止に努める。 
① 最高管理責任者（代表取締役社長） 

代表取締役社長は、不正防止基本方針および関連規程を最終的に策定し、社内

外への周知を行う責任を負う。また、必要な人員・予算を確保し、四半期ごと

に統括管理責任者から報告を受けて、方針や計画の見直し・是正を指示する役

割を担う。 

② 統括管理責任者兼防止計画推進責任者（業務統括部長） 

業務統括部長は、最高管理責任者の指示の下で機関全体の不正防止計画を策定

し、教育・啓発活動およびモニタリングを統括する。具体的には、コンプライ

アンス委員会事務局を統括して教育教材の作成や受講管理を行い、リスク評価

に基づく要因分析を実施して改善提案を取りまとめる。これらの進捗・結果を

四半期ごとに最高管理責任者へ報告する。 

③ コンプライアンス推進責任者（各研究部門の統括部長） 

各研究部門の統括部長は、自部門内で不正防止計画に則った施策を実行し、教

育受講状況やモニタリング結果を統括管理責任者へ報告する。日常的に啓発活

動を行うことで、部門内のコンプライアンス意識を向上させる役割を担う。 

④ 監事（監査役）および品質管理部 

当社では専従の内部監査部門を設置していないため、非常勤である監事が内部

統制の整備・運用状況をリスクベースで監査する。監事は監査結果を最高管理

責任者および取締役会へ直接報告し、発見事項が不正防止計画に反映されるよ

う必要な改善提言を行う。監査の実施においては、品質管理部が技術的・手続

的な確認支援を行い、監事へ情報提供する。 

⑤ 相談・通報窓口の設置責任者 

相談および通報を受け付ける窓口については、別途第６節で詳細を定めるもの

とし、その設置および運営責任は統括管理責任者が担う。窓口の具体的な手続

やルール、告発者保護の仕組みは第６節において明示する。 

⑥ 責任体制の公開と見直し 
以上の責任者および窓口に関する情報は、社外ホームページに掲載するものとし、

社内ではその旨を全構成員に告知し、構成員や取引先が容易に確認できるように

する。体制の有効性は四半期ごとに PDCA サイクルを回して評価し、必要に応じ

て人員・予算や運用方法を速やかに見直すことで、継続的に改善を図る。 
 



 
また、当社の受注発注に関する「決裁基準」と「従業員就業規則」を徹底し、責任

の明確化とダブルチェック体制を確実なものとする。 
 
2. 公的研究費に係る不正防止に係る運営・管理規定 

公的研究費の適正執行と不正防止を確実に実現するために、以下の規定・計画を策定し、

社内外に周知してその運用を徹底する。 
① 「研究開発活動に係る行動規範」 

研究開発に携わる構成員が守るべき行動基準を明文化する。具体的には、「研究費

の不正使用（他用途への転用等）」「研究費の不正受給（架空発注等）」「研究に

おける不正行為（捏造・改ざん・盗用等）」を禁止し、違反があった場合の懲戒処

分・弁償責任、配分機関による資格停止・返還措置等を明記する。これにより、構

成員が禁止事項とその影響を正しく理解することを目的とする。 
② 「公的研究費に係る監査・調査要領」 

研究開発プロジェクトにおける予算執行状況を定期的に監査する手続きおよび、通

報・告発があった際の調査フローを定める。監査は年度ごとに実施し、疑義事項が

発見された場合は速やかに関係部署と連携して詳細調査を行い、必要に応じて配分

機関へ報告する。調査開始から30日以内に調査要否を判断し、調査結果を踏まえた

是正措置を講じる手順を明示する。 
③ 「公的研究費に係る不正防止計画」 

リスク評価に基づき、教育・啓発、監査・モニタリング、通報体制を一体的に整備

する計画を策定する。計画には以下を含む。年度当初と中間期に実施するコンプラ

イアンス教育の実施方法（対象範囲、教材内容、評価手法）通報窓口の運営ルール

（匿名・顕名通報の受理、告発者保護、フォローアップ方法）監査・モニタリング

結果を反映する仕組み（四半期ごとの報告・分析、改善提案）PDCAサイクルによ

る計画見直し手順（実施状況報告と翌年度計画への反映） 
 
以上の各規定および計画は、最新のガイドラインや法令改正を反映するため、定期的な

見直しを図り、常に実効性の高い体制を維持するものとする。 
 

3. 公的研究費に係る不正防止に係る環境の整備 
公的研究費を利用する研究活動において不正を未然に防止するため、以下の取組みを

通じて環境の整備を図る。 
① 規定類の社内周知 

「研究開発活動に係る行動規範」「公的研究費に係る監査・調査要領」「公的研

究費に係る不正防止計画」を全構成員に対して速やかに周知する。具体的には、

社内ホームページへの掲載・eメール配信・四半期コンプライアンスミーティング

での説明を組み合わせ、各規程の趣旨や改訂点をわかりやすく伝えることで、誰

もが内容を把握できるようにする。 
② コンプライアンス教育の実施 

「研究費の不正受給」「研究費の不正使用」「研究における不正行為」に関する

教育を四半期ごとに実施する。e-ラーニング等の手段により職務・権限別に具体

的な事例を盛り込んだカリキュラムを提供する。受講者には受講後に確認テスト

を課し、理解度を管理システム上で把握することで、未受講者には１か月以内の

補講を行い、教育効果を確実にする。定期的なコンプライアンスミーティングと

フォローアップ各部署では四半期ごとに「コンプライアンスミーティング」を開

催し、不正防止に関する最新情報や部門固有の課題を共有する。会議記録はコン

プライアンス委員会に報告され、委員会では議論内容を精査し、必要に応じて運

営・管理規定や教育計画の見直しを行う。このサイクルにより、組織全体で継続

的に意識を高め、環境整備の実効性を担保する。 
 
4. 公的研究費に係る不正防止に係る不正防止計画の実施 



策定した「公的研究費に係る不正防止計画」に基づき、次のとおり実施責任者および

手続きを明確化し、不正防止策の確実な遂行を図る。 
① 研究担当部署の責務 

各研究担当部署は、不正防止計画に規定されたリスク評価結果を踏まえて、自部

署における具体的な不正防止措置（研究費の適正執行手続の徹底、予算使用状況

の定期的な自己点検など）を実施する。新規研究採択時には、研究代表者・分担

者および事務担当者に対し、不正防止計画の要点と各自の役割を説明し、研究費

執行開始前に遵守誓約書を取得する。 
② 最高管理責任者および統括管理責任者のモニタリング 

最高管理責任者および統括管理責任者は、四半期ごとに不正防止計画の実施状況

を確認し、必要に応じて関係者への指導・改善指示を行う。モニタリング対象に

は、各部署から報告される教育受講状況、自己点検結果、内部監査結果などを含

め、計画に対する進捗と効果を評価する。 
③ 不正発覚時の調査体制 

不正の疑いがある事象が発生した場合、速やかにコンプライアンス委員会を招集

し、調査体制を確立する。コンプライアンス委員会は、事実関係の把握および証

拠の収集を行い、調査結果を統括管理責任者および最高管理責任者へ報告する。

必要に応じて、外部専門家の意見を聴取し、客観性・中立性を担保した調査を実

施する。 
④ 不正行為に対する処分 

コンプライアンス委員会の調査により不正が確定した場合、当該行為を行った当

事者に対して「従業員就業規則」および「懲戒取扱規程」に基づき厳正な処分を

行う。また、配分機関からの返還指示や資格停止措置など、外部ルールに基づく

手続も併せて実施する。処分内容および返還措置の実施状況は、事後的に統括管

理責任者がフォローアップし、再発防止策を検討する。 
 
以上により、不正防止計画の全体が実効的に運用されるよう、各担当者および組織が連

携し、研究費の適正執行を徹底する。 
 
5. 公的研究費に係る運営・管理活動の適正な実施 

下記のとおり各種規定・計画に基づき、日常的に公的研究費の運営・管理活動を適正に

遂行する。 
① 行動規範の周知徹底 

「研究開発活動に係る行動規範」は全構成員向けに社内ホームページや四半期ミ

ーティングで周知し、研究費の不正使用、不正受給、不正行為の禁止事項と違反

時の責任を明確にする。新規採用者や異動者には、配属後１週間以内に行動規範

の説明・誓約を実施し、理解度を確認することで、全員が日常業務で遵守すべき

基準を共有する。 
② 監査・調査要領に則った予算執行確認 

「公的研究費に係る監査・調査要領」に従い、予算執行状況を定期的に確認する。

具体的には、各研究プロジェクトにおいて当該年度の予算執行が適正かを四半期

ごとにチェックし、疑義があれば速やかに詳細調査を行う。監査結果は統括管理

責任者へ報告し、必要に応じて配分機関へ報告するとともに、関連部署への是正

指示を行う。 
③ 不正防止計画に基づく社員および業者への対策 

「公的研究費に係る不正防止計画」に定める教育・啓発、モニタリング、通報

体制を活用し、社員だけでなく外部取引先（業者）も含めた不正防止を図る。

具体的には、研究費を取り扱う事務担当者や協力業者に対し、受注・発注・支

払の各段階でチェックリストを用いた内部点検を徹底させる。契約時には業者

から誓約書を提出させ、不正関与が疑われる場合は契約停止や是正指示を行う。

こうした手続きを通じ、研究費の流れ全体にわたって不正リスクを低減し、実

効性の高い管理体制を構築する。 



 
6. 公的研究費に係る不正防止に係る情報伝達体制 

公的研究費に関する相談・通報を円滑に受け付け、透明性を確保するとともに、告発

者が安心して通報できる環境を構築するため、以下の体制を整備し、社内外に周知す

る。 

① 相談窓口の設置・運営 

公的研究費の手続き・運用上の疑義や不明点については、コンプライアンス委

員会事務局を窓口とし、メールで随時受け付ける。相談内容はコンプライアン

ス委員会事務局で一元管理し、必要に応じて研究代表者や事務担当者と協議し

ながら速やかに回答を行う。回答状況は記録し、相談案件ごとに再発防止策の

検討結果をまとめ、四半期ミーティングで報告する。 

② 通報窓口の設定・周知 

不正疑義の通報（告発）については、社内の「コンプライアンス委員会」およ

び社外向けに当社ホームページ上の「お問い合わせフォーム」に〈公的研究費

等に関する不正通報〉の選択肢を設ける。匿名・顕名いずれの通報も受理し、

通報を受領した時点で自動返信により受付番号を通知する。通報フォームには

以下を明示し、通報者の安心感を担保する。 

 
• 通報内容および通報者情報はコンプライアンス委員会事務局が厳重に管理

し、第三者へ漏えいしないこと 

• 告発者保護のため、報復行為は禁止し、不利益取扱いが発覚した場合は速

やかに是正措置を講じること 

• 通報後３０日以内に調査の要否を判断し、必要に応じて配分機関へ報告す

る旨と標準的な処理フロー（初期受付→要否判断→調査実施→報告・改善

提案）を提示する 

③ 情報公開と定期的な周知方法 

本基本方針および相談・通報窓口は、当社社外ホームページに公開し、基本方

針はダウンロード可能なものとする。社内においては四半期ミーティングで改

訂内容を周知する。これにより、構成員や取引先が窓口の連絡先・手続き・告

発者保護の仕組みを容易に確認できるようにする。 

④ 運用状況のモニタリングと改善 

相談・通報の受付状況は四半期ごとに集計し、記録件数、対応期間、対応結果

を統括管理責任者に報告する。通報件数や相談件数の分析結果をもとに、窓口

運用手続や周知方法の有効性を評価し、必要に応じて手順や文言の改善を行う。

これにより、情報伝達体制の透明性と実効性を継続的に高める。 

 
以上の取組みにより、当社は公的研究費に関する相談・通報に迅速かつ適切に対応し、

告発者保護を徹底しながら、不正防止のための情報連携を強化する体制を構築する。 

 
 
7. 公的研究費に係る不正防止に係る適正なモニタリングの実施 

公的研究費の適正な管理・運用を確保し、不正発生リスクを低減するため、以下のとお

りモニタリング体制を整備・運用する。 



① モニタリング体制の構築と実施 

競争的研究費等の適正な管理のため、機関全体の視点から定期的かつ継続的にモ

ニタリングを実施する。モニタリングでは、各部署の研究費執行状況や会計書類

の形式的要件（領収書・請求書の整合性など）がルールに照らして問題ないかを

確認するとともに、研究費管理体制の不備についても検証を行う。 

② リスクアプローチ監査の実施 

上記の定型点検に加えて、不正が発生しうるリスク要因を評価し、重点的かつ機

動的な監査（リスクアプローチ監査）を実施する。具体的には、研究費使用にお

いて不正が発生しやすい領域（高額経費、人為的判断が伴う経費配分など）を抽

出し、抜き打ち的にサンプル調査を行うことで、恒常的な牽制機能を強化する。 

③ 内部監査部門（品質管理部）の連携 

専従の内部監査部門を持たないため、品質管理部を中心に内部監査を実施する。

品質管理部は、統括管理責任者やコンプライアンス推進責任者が把握したモニタ

リング結果を基に監査計画を立案し、ルール遵守状況の検証および財務情報のチ

ェックを行う。監査結果は監事へ報告し、内部監査の質を高めるために必要に応

じて常石ホールディングス法務の意見を活用する。 

④ モニタリング結果の報告とフォローアップ 

監査・モニタリングで把握した不備や疑義事項は、速やかに統括管理責任者およ

び最高管理責任者に報告する。報告内容は以下を含む： 

• 部署ごとの執行状況と問題点 

• 重点監査の対象およびその理由 

• 発見した不正リスク要因と事実確認結果 

 

そのうえで、改善指示や再教育の必要性を具体的に示し、フォローアップ状況を

四半期ごとにレビューして、改善措置が計画どおり実行されているかを確認する。 

⑤ 定期的な意見交換と情報共有 

内部監査部門（品質管理部）と監事は連携を強化し、監査計画やモニタリング結

果を共有する。必要に応じて、コンプライアンス教育や啓発活動にもモニタリン

グ結果をフィードバックし、構成員全体への周知を図ることで、同様のリスクが

再発しないよう組織風土を醸成する。 

⑥ PDCAサイクルによる継続的改善 

モニタリング結果を基に、四半期ごとに以下の項目について評価・見直しを行う。 

• モニタリング実施頻度・範囲の適切性 

• 発見された不備・リスク要因に対する是正措置の効果 

• 内部監査部門や監事との連携体制の運用状況 

 

 評価結果を翌期の不正防止計画や教育・啓発プログラムに反映し、モニタリング

体制を常に最適化することで、研究費の適正執行と組織全体のコンプライアンス

意識向上を図る。 

 

これらの取組みにより、不正防止のための実効性あるモニタリング体制を構築し、継続

的に改善を図る。 
 

以上 


